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社
会
保
険
料
控
除
資
料
の
発
送

令
和
７
年
中
の
国
民
健
康
保
険

税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
額
を
お
知
ら

せ
す
る「
社
会
保
険
料
控
除
資
料
」

を
１
月
23
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

市
・
県
民
税
申
告
や
所
得
税
の
確

定
申
告
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
到

着
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す
）

遺
族
年
金
や
障
害
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
で
、
資
料

が
必
要
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
令
和
７
年
中
に
、
年
末
調
整
用

に
資
料
を
請
求
し
た
人
（
事
業

所
で
の
一
括
請
求
を
含
む
）、

社
会
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
（
天
引
き
）
の
み
で
納

付
し
た
人
に
は
郵
送
し
ま
せ
ん

問
税
務
課 

収
税
班

�

☎
７
７
３・６
６
６
９

要
介
護
認
定
者

税
申
告
用
「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
」
の
発
送

所
得
税
の
確
定
申
告
や
市･

県

民
税
申
告
に
必
要
な
「
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
を
１
月
30
日

㈮
に
発
送
し
ま
す
。（
到
着
ま
で

に
数
日
か
か
り
ま
す
）

発
送
対
象
者
は
、
令
和
７
年
12

月
31
日
（
令
和
７
年
中
に
亡
く
な

っ
た
人
は
、
そ
の
死
亡
の
日
）
現

在
、
65
歳
以
上
の
要
介
護
認
定
者

で
あ
り
、税
申
告
上
の
「
障
害
者
」

ま
た
は
「
特
別
障
害
者
」
の
基
準

に
該
当
す
る
人
で
す
。

次
の
人
に
は
発
送
さ
れ
ま
せ
ん

・
要
介
護
認
定
者
で
あ
る
が
、「
障

害
者
控
除
」
の
認
定
基
準
に
該

当
し
て
い
な
い

・
障
害
者
手
帳
（
身
体
・
精
神
・

療
育
）
を
持
ち
、
手
帳
に
よ
る

所
得
控
除
額
が
認
定
書
に
よ
る

控
除
額
よ
り
多
い
ま
た
は
同
額

・
令
和
７
年
12
月
30
日
以
前
に
要

介
護
認
定
の
有
効
期
間
が
終
了

し
、
更
新
申
請
を
し
て
い
な
い

・
窓
口
な
ど
で
す
で
に
交
付
済
み

※
控
除
額
や
申
告
で
の
使
用
方
法

な
ど
に
つ
い
て
は
、
税
務
課 

（
☎
７
７
３・６
６
６
８
）
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
介
護
高
齢
課 

介
護
保
険
係
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税
申
告
前
に
国
保
高
額
療
養

費
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い

確
定
申
告
な
ど
で
医
療
費
控
除

を
受
け
る
予
定
の
人
で
、
令
和
７

年
12
月
分
の
医
療
費
が
、
国
民
健

康
保
険
の
高
額
療
養
費
に
該
当
す

る
見
込
み
の
人
は
、
高
額
療
養
費

の
申
請
を
済
ま
せ
て
か
ら
税
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
12
月
分
の
高
額
療
養

費
の
申
請
案
内
は
、
２
月
下
旬
に

発
送
予
定
で
す
。

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

に
該
当
す
る
か
わ
か
ら
な
い
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
先
に
税
申
告
を
済
ま
せ
る
と
、

税
の
修
正
申
告
が
必
要
な
場
合

や
高
額
療
養
費
の
受
付
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

問
市
民
課 

☎
７
７
３・６
６
６
１

農
業
用
免
税
軽
油
の
免
税
証
交
付

農
業
用
機
械
に
使
用
す
る
軽
油

は
、
免
税
証
と
引
き
換
え
に
購
入

す
る
と
軽
油
引
取
税
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
免
税
証
の
交
付
を
希
望
す

る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
税
・
地
方
税
の
滞
納
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し

な
い
場
合
は
交
付
で
き
ま
せ
ん

初
め
て
申
請
す
る
人

１
月
20
日
㈫
ま
で
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
南
魚
沼
地
域
振
興
局 

県
税
部

課
税
課
（
間
税
担
当
）
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小
千
谷
税
務
署
「
確
定
申
告
」

の
お
知
ら
せ
と
注
意
点

確
定
申
告
会
場　
小
千
谷
税
務
署

〔
小
千
谷
市
〕

※
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い

期
間　
２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

受
付
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後

４
時

　

申
告
相
談
開
始
：
午
前
９
時
～

　

申
告
書
提
出
：
～
午
後
５
時

内
容　
ス
マ
ホ
申
告
を
基
本
と
し

た
相
談

注
意
事
項

 

・
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。
入

場
整
理
券
は
会
場
で
当
日
配
布

し
ま
す
が
、
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

か
ら
も
事
前
予
約
で
き
ま
す
。

国税庁
LINE

友だち登録
が必要

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
よ

り
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
申
告
に
は
パ
ス
ワ
ー
ド
が

必
要
で
す
。

・
事
前
に
必
要
書
類
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

・
２
月
13
日
以
前
は
小
千
谷
税
務

署
内
で
、
申
告
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。（
要
電
話
予
約
）

申
告
書
な
ど
の
押
な
つ
廃
止

令
和
７
年
１
月
以
降
、
確
定
申

告
書
な
ど
の
控
え
に
収
受
日
付
印

の
押
な
つ
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
申

告
書
な
ど
の
提
出
年
月
日
は
、
各
自

で
記
録
・
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
小
千
谷
税
務
署

�

☎
０
２
５
８・８
３・２
０
９
０

　
［
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
］

ス
マ
ホ
申
告
に
関
す
る
講
習
会

税
務
署
で
は
、
ス
マ
ホ
申
告
を

お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

日
時　
１
月
26
日
㈪ 

午
前
10
時

～
11
時
30
分
、
午
後
１
時
30
分

～
３
時

会
場　
市
役
所
本
庁
舎
２
階

　

小
会
議
室

定
員　
各
回
30
人

事
前
予
約　
１
月
19
日
㈪
ま
で

問
・
予
約　
小
千
谷
税
務
署

　
個
人
課
税
第
一
部
門
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☎
０
２
５
８・８
３・０
２
７
４

市ウェブ
サイト

詳しくは

く
ら
し・健
康・福
祉

相
談
・
催
し
・
募
集

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲　
示　
板


